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ご参考：ご参考：責任投資原則責任投資原則
((Principles for Responsible Investment)Principles for Responsible Investment)
・2006年4月国連グローバルコンパクト+国連環境計画金融イニシアチブが共同で
策定。

・2006年策定時点で、71機関（総資産5兆ドル）が署名。（Ｃａｌｐｅｒｓ，ＦＲＲ，ミュンヘ
ン再保険、ＢＴ年金、ハーミーズなど。日本は三菱UFJ信託、住友信託、大和投
信投資顧問、損保ジャパン、キッコーマン年金基金）→2007.4現在140以上の投
資家・運用機関が署名。（日本は、その後ニッセイアセット、三井トラスト，みずほ
信託、太陽生命、が追加）。

＜＜66原則＞原則＞
・投資分析と意志決定のプロセスに投資分析と意志決定のプロセスにESGESG**の課題を組み込む。の課題を組み込む。
・積極的な株式所有者となり株式所有方針と株式の所有習慣に・積極的な株式所有者となり株式所有方針と株式の所有習慣にESGESG問題を組み込問題を組み込
む。む。

・投資対象に対して、・投資対象に対して、ESGESGの課題についての適切な情報開示を求める。の課題についての適切な情報開示を求める。

・資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかける。・資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働きかける。
・本原則を実行する際の効果を高めるために、協働する。・本原則を実行する際の効果を高めるために、協働する。
・本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告する。・本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告する。

＊ＥＳＧ：＊ＥＳＧ：Environment, Social, GovernanceEnvironment, Social, Governance＝環境、社会、ガバナンス＝環境、社会、ガバナンス

出所）http://www.unpri.org

市場参加者の認識・考え方が徐々に変化

、



18©Daiwa Institute of Research

ご参考：各主体ごとの金融責任ご参考：各主体ごとの金融責任
図表 6） S R I拡 大 の た め の 各 主 体 の 役 割
企 業 ・事 業 者

投 資 判 断 に 資 す る 情 報 開 示 を推 進 す る
資 産 の 運 用 主 体 と して の 取 り組 み を推 進 す る
自 身 の Ｃ Ｓ Ｒの 取 り組 み を進 化 させ る

金 融 機 関
魅 力 あ る 、社 会 的 課 題 に 配 慮 した 金 融 商 品 作 りに 取 り組 む
社 会 的 課 題 に 配 慮 した 金 融 商 品 の 売 り手 と して の 資 質 を向 上 させ る
企 業 に 対 す る 評 価 の 透 明 性 を確 保 す る
銀 行 の 場 合 は 、融 資 方 針 に 環 境 ・社 会 性 へ の 配 慮 を盛 り込 み 、預 金
者 に も分 か る よ うに す る
社 会 的 課 題 に 配 慮 した 金 融 の 規 模 を拡 大 させ る

機 関 投 資 家
年 金 基 金 の 受 託 者 責 任 の 考 え 方 を見 直 す
投 資 パ フ ォー マ ン ス の 適 正 な 評 価 を行 う

個 人 の 投 資 家 ・預 金 者
自 らの 資 金 の 使 わ れ 方 に 関 心 を持 つ

行 政
国 民 １人 ひ と りへ の 普 及 啓 発 を推 進 す る
開 示 す べ き情 報 を整 理 ・提 示 す る
行 政 自 体 が ひ とつ の 経 済 主 体 と して の 取 り組 み を推 進 す る
社 会 的 責 任 投 資 の 実 態 を把 握 す る
省 庁 の 垣 根 を越 え た 政 府 一 体 の 取 り組 み を推 進 す る

出 所 ）環 境 省 「環 境 等 に 配 慮 した 『お 金 』の 流 れ の 拡 大 に 向 け て 」 2 0 0 6 .7を 元 に 加 筆 修 正

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。。


